
 

 

 

 

 
子供たちの健全な育成に向けて、地域社会全体での取組をお願いします。 
 
厳しい寒さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。生徒たちは、県立高校入試や学

年末テストに向け、一生懸命学習に励んでいます。これも、ご家庭での保護者の皆様のご支援のおか

げです。心より感謝申し上げます。 

先日、３年生との交流給食の際、受験を前に家庭や塾での学習に熱心に取り組んでいる様子を聞き、

頼もしく感じました。一方で、気になる話も耳にしました。ある塾では授業が夜 10 時や 11 時まで

行われているそうです。また、他校の生徒の中には夜中の２時頃まで学習し、自転車で帰宅する生徒

もいるとのことでした。こうした状況は、県の青少年健全育成条例にも反する可能性があり、生徒の

安全面が非常に心配です。 

学習に励むことは大切ですが、何よりも生徒の安全が最優先です。そのため、学校として前渡交番

を通じてひたちなか警察署に連絡し、夜間の見守り強化を依頼しました。 

１・２年生の保護者の皆様も、お子様が塾へ通う際の安全確保について、改めてご配慮いただけま

すようお願いいたします。 

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。（⇓ 条例の詳細はこちらをクリック!!）。 

茨城県青少年の健全育成等に関する条例／茨城県 

 

〇 本校は、誕生７８周年を迎えます。(２月 15 日は創立記念日です) 
 
昭和２２年 ４月１５日 那珂郡前渡村前渡中学校として、創立しました。 

昭和２９年 ３月３０日 勝田町立勝田第三中学校と、校名が変更されました。 

昭和２９年１１月 １日 市制施行に伴い、勝田市立勝田第三中学校となりました。 

昭和４１年 ２月１５日 新校舎の竣工式（建物の工事が無事に完了し、ことの成就を感謝するとと

もに、一般に披露する意味で行う儀式のこと。）が行われ、 この日を創立記

念日としました。 

平成 ６年１１月 １日 那珂湊市との合併に伴い、ひたちなか市立勝田第三中学校となりました。 

平成 ９年１１月３０日 創立５０周年記念式典が開催されました。 

 

※ 私たちの学校の成り立ちや歴史についても、きちんと知っておきたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇑ 玄関、昇降口側からの見た校舎       ⇑ グラウンド側から見た校舎と旧体育館 
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